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「
長
野
県
子
ど
も
を
性
被
害

か
ら
守
る
た
め
の
条
例
」
が

公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た

　

7
月
7
日
に
「
長
野
県
子
ど
も

を
性
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
条

例
」
が
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

（
規
制
項
目
に
係
る
規
定
は
11
月

1
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。）

■
条
例
制
定
の
背
景

　

長
野
県
は
、
こ
れ
ま
で
全
国
の

都
道
府
県
の
中
で
唯
一
、
青
少
年

保
護
育
成
条
例
を
持
た
ず
、
住
民

運
動
、
事
業
者
の
自
主
規
制
、
行

政
の
啓
発
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る
み

で
青
少
年
の
健
全
育
成
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
大
人

の
モ
ラ
ル
の
低
下
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
、
携
帯
電
話
等
の
情
報
通
信

機
器
等
の
発
展
・
普
及
な
ど
、
子

ど
も
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変

化
な
ど
に
よ
り
、
子
ど
も
の
性
被

害
に
対
す
る
県
民
の
懸
念
の
声
の

高
ま
り
を
受
け
、
条
例
が
制
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

長
野
県
県
民
文
化
部　

次
世
代

サ
ポ
ー
ト
課

　

☎
0 

2 

6
‐
2 

3 

5
‐
7 

2 

1 

0

消費者
トラブ

ル情報

気がつかない間に登録してしまっていた？

架空請求・不当請求に
ご注意ください

■相談事例　相談者　30代　男性
　自宅のパソコンを操作していたら、突然画面に「有料動画サイト
の会員登録が完了しました」と表示が出て、会員費10万円を請求さ
れた。
　表示された画面の下の方に解約の問い合わせ先が出ていたので電
話してみると、解約料金として 5万円請求された。
　どうしたらよいか。

■アドバイス
○有料サイトやサービスを利用する場合には利用登録をする
画面の他に、入力した内容を確認する画面が表示されるこ
ととなっています。確認画面の表示がないときには契約が
成立していないといえるので、業者に費用を支払う必要は
ありません。
　必ず登録が完了するまでに、誰が、どのような手順をふん
だのかを確認してください。
○「誤って登録してしまった方へ」や「問題解決はこちら」
などと電話を促すことがありますが、問題の解決が目的で
はなく、個人情報を引き出すことが狙いです。
　決して電話やメールで連絡しないでください。

▼相談窓口
・小諸市消費生活センター（市民課市民係内）
　☎31－5100（消費者相談専用）
・長野県東信消費生活センター
　☎0268－27－8517
・消費者ホットライン　☎188

〈広告欄〉

パソコンだけでなく、スマ
ートフォン利用者からの相
談も増えています。また、
メールを使って支払いを誘
導する手口の相談も増えて
います。ご注意ください！


